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第 11章 特例環境配慮書審査意見書に記載された知事の意見 

 

本事業の配慮書における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評価技術指針」

に従って行われ、その記載内容は事業段階環境影響評価における環境影響評価書案に相当する

ものと認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいものとなるよ

う努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】 

工事の施行中のトンネル工事においてトンネル坑口では防音ハウスを使用し、環境への影響

については小さいとしているが、トンネル坑口付近には住宅等が存在し、またトンネル工事は

７年間と長期にわたることから、建設工事騒音の低減等の環境保全措置を確実に実行するとと

もに、必要に応じて一層の環境保全の措置についても検討すること。 

 

【生物・生態系】 

予測地域である湿地の生息(育)環境について、事業が影響を及ぼす可能性は低いとしている

が、湿地には注目される貝類等が存在しているため、工事の施行中において実施する地下水等

のモニタリング結果を丁寧に説明するとともに、必要に応じて更なる環境保全のための措置の

実施についても検討すること。 
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